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平成25年　天川村消防団出初式
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　１月８日午前10時から天川村山村開発センターにおいて平
成25年天川村消防団出初式が挙行され、約100名の団員と
20台の消防車両が集結し、新しい年も安全な村づくりのため
消防団としての使命を果たすことを誓い合いました。式典で
は森本村長が「昨年は復旧復興の兆しが見えた一年でありま
したが今年は地域防災の牽引役である消防団員の方々ととも
にその歩みをより確かなものとし発展・飛躍へ繋げるべく全
力で取り組んで参ります」と申し上げ、続いて小屋団長より
「生命と財産を守るという消防基本を重視し全分団一致団結
して一人一人が努力することで地域住民の期待に添えるよう
消防人として研鑚を積んでください」と訓示がありました。
さらに、来賓の方々から祝辞や激励のお言葉をいただき、そ
の後、優良消防団員への表彰が執り行われ、これに対し表彰
受賞者を代表し第２分団牧孝志氏から謝辞をいただき、最後
に団長の先導により主催者・来賓の方々全員による視閲を行
い式典は終了しました。その後、役場前の薬師橋において各
中隊による放水演習を実施しました。
　今年の天川村消防団出初式における表彰受賞者は次のとお
りです。

　★中吉野警察30年勤続感謝状
　　本　　部　副団長　前田　敏明

　★中吉野警察感謝状
　　第２分団　班　長　水口　　修
　　第３分団　班　長　南　　享祐

　★天川村長表彰
　　第３分団　班　長　中森　圭一

　★天川村消防団長表彰
　　第２分団　団　員　牧　　孝志
　　第３分団　班　長　松葉　弘美
　　第１分団　団　員　南　　正教

平成25年天川村消防団出初式

～消防団の団結と使命を誓って～

村長式辞

団長訓示

受賞者謝辞

放水演習
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　１月16日大淀町平畑運動公園において財団法人奈良県消防協会吉野支部連合出初式が挙行され、
当村から小屋団長以下30名の消防団員が参加しました。
　式典では、奈良県危機管理監をはじめ吉野支部長や来賓の方々から激励の言葉をいただき、吉野郡
内から参加した総勢500名の団員一人一人が消防団員として一致団結し、大きな災害のない一年にす
ることを誓いました。
　また、吉野支部連合出初式において次の方がそれぞれの表彰を受賞されました。

　★奈良県知事表彰
　　第２分団　分団長　根来　群二
　　第１分団　団　員　大田　和也

　★奈良県消防協会長表彰
　　第２分団　部　長　保中　康則　　　　　第１分団　団　員　大西佐美雄

　★奈良県消防協会吉野支部長表彰
　　第２分団　班　長　前岡　賢治　　　　　第１分団　団　員　井口　啓満
　　第１分団　団　員　柳谷　　明　　　　　第１分団　団　員　小屋　孝士
　　第１分団　団　員　奥村　正史　　　　　第２分団　団　員　前田　清幸
　　第２分団　団　員　前田　義美　　　　　第３分団　団　員　堀川　秀博
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略、階級順）

平成25年奈良県消防協会吉野支部連合出初式

台風12号災害復旧対策支援
「特別利子補給金」の交付申請手続きについて

　台風12号災害（紀伊半島大水害）において直接的または間接的に被害を受けた事業者の
みなさんで、平成24年８月31日までに復旧・復興のために融資機関により借入された方の
うち、利子補給金制度をご利用される方は、下記の「利子補給金申請書等」を役場地域政策
課まで提出して下さい。

○申　請　時　期　　平成25年３月31日まで（期限厳守）
○申　請　書　類　　・台風12号災害復旧対策支援特別利子補給金申請書
　　　　　　　　　　・事業計画書
　　　　　　　　　　・融資実行を証するもの
　　　　　　　　　　・償還表
※申請がないと交付されません。

【お問合せ】　天川村商工会（☎63-0818）または役場地域政策課（☎63-0321）
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（平成24年中所得）

　毎年送付しております、村県民税申告書を今年も送付致します。（２月中旬発送予定）
　65歳以上の年金所得者等に送付しておりました簡易申告書は、今年から廃止とし、下記のとおり
【申告をしなければならない人】と思われる方に村県民税申告書を送付しておりますので、該当する
方は３月15日までに申告を済ませて下さい。
　申告をしなければならない人に該当しており、万一申告書が送付されていない場合は、必ずご連絡
下さい。

村県民税申告の連絡先：役場住民課　税務係（☎６３-０３２１）

【申告をしなくても良い人】
１　税務署に所得税の確定申告書を提出する人。
２　�給与所得のみの人で、勤務先から役場に給与支払報告書が提出されており、年末調整が

済んでいる人（医療費控除等がある場合は確定申告が必要です）
３　年齢65歳以上の人で、公的年金のみで年金収入が148万円以下の人。
　　年齢64歳未満の人で、公的年金のみで年金収入が98万円以下の人。
　（※日本年金機構から報告があり、非課税の範囲ですので申告は不要です。）

【申告をしなければならない人】
　平成25年１月１日現在で、天川村に住所がある人で、上記【申告をしなくても良い人】
の１から３に当てはまらない人は、平成24年中の収入について申告をしなければなりません。
※�無収入の方や、所得がなかった人で同一生計の人の扶養となっている人でも非課税証明
書発行等のためには申告が必要です。申告書にその旨の記載をして提出して下さい。

★★年金所得者に係る確定申告不要制度創設に伴う村・県民税の申告について★★
（年金支払額が400万円以下で他の所得が20万円以下の方）

　
　昨年からの上記確定申告不要制度により、所得税の確定申告をしなかった場合でも、次に
当てはまる方は村・県民税の申告が必要ですのでご注意下さい。
１．�公的年金等に係る所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている

控除（社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等）以外の各種控除の適用を
受けるとき

２．公的年金等に係る所得以外の所得があるとき

平成25年度分村県民税の申告書を送付します
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確定申告が必要な方は下記をご利用下さい

〜　下記の日程で、確定申告相談会場が開催されますので、ご利用下さい　〜
※確定申告にお越しの際は、前年度申告の控えを持参下さい。

１．年金事前相談会場

２．出張相談会場

３．地区相談会場

《確定申告のお問合せ先》吉野税務署　代表電話　☎０７４６-３２-３３８５

開　催　日 時　　間 会　　場
　２月４日（月） 13：00〜16：00

　吉野町中央公民館　２月５日（火） 10：00〜16：00　２月６日（水）
　２月７日（木） 10：00〜16：00 　下市町農村環境改善センター　２月８日（金）
　２月13日（水）

10：00〜16：00 　大淀町役場会議室　２月14日（木）
　２月15日（金）

開　設　日 時　　間 会　　場
※２月18日（月） 13：00〜16：00 　天川村山村開発センター※２月19日（火） 10：00〜15：00
　２月20日（水） 13：00〜16：00

　十津川村役場住民ホール　２月21日（木） …9…：00〜16：00
　２月22日（金） …9…：00〜12：00

開　設　日 時　　間 会　　場
　２月27日（水）

10：00〜16：00 　大淀町文化会館小ホール　２月28日（木）
　３月１日（金）

平成26年１月から

　記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）に
掲載されていますので、ご覧ください。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

　個人の白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得
の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得
を生ずべき業務を行う全ての方（所得税の申告の必要がない方を含みます。）について、平
成26年１月から同様に必要となります。

記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

吉野税務署からのお知らせ
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◆ 巨大地震に備えましょう
　南海トラフ巨大地震が近い将来に起こるのではないかという想定が内閣府より公表され、地震動や津波
による被害をあわせると一千万人近くの方が被災するのではないかといわれています。当村においても家
屋の倒壊、土砂崩れや転石、倒木などの被害に加え、電気・水道などのライフラインの寸断による被害が
想定されております。
　日頃からみなさんのご家庭においても風水害だけではなく地震に対しても備えておきましょう。

◆ 全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
　緊急地震速報や武力攻撃などの事態が発生した際に、国（気象庁等）から村へ瞬時に情報が提供される
システムです。村では、地震に関しては震度４以上の緊急地震速報が伝達された場合、防災行政無線と連
動して即時に緊急放送（屋外拡声・戸別受信機）を行います。

◆ みなさんの家庭でできる備え
　非常持出袋の中身を確認しておく

　地震はいつ起こるかわかりません。普段の余裕のあるときに食糧や水、衣類などのご家庭での備蓄品に
ついて消費期限が過ぎていないか確認しておきましょう。
　また、村でも災害時の備蓄を進めておりますが、ご家庭によって常備薬や紙おむつなど普段の生活での必
需品は様々ですので、それぞれのご家庭で実際に避難することを想定し内容の更新をしていきましょう。

　避難場所・避難経路の安全を確認しておく

　巨大地震の直後は余震が続くことが多く、どの道を通って避難所まで避難するのかが重要です。台風な
どの風水害とはまた違った被害、例えば転石や倒木、落下物など、家の周囲や避難路にどのような危険が
あるのかについて普段から考えておくようにしましょう。

　家族との連絡手段を決めておく

　大規模な災害時には電話の回線が込み合い、かからない、
あるいはかかりにくい状況となります。ご家庭で伝言板を　
作っておく、携帯電話会社等が提供する災害時伝言ダイヤル
（伝言掲示板など）を活用するなど、あらかじめ家族との　
　連絡手段を決めておくようにしましょう。

　家電製品などは固定しておく

　阪神大震災では就寝中に家具の下敷きとなりお亡くなりに
なられた方もおられます。ご家庭の家具や家電製品、とくに
寝室やリビングなどよく過ごす場所については、固定具等で
固定するようにしましょう。

防災 てんかわ
第８回
◇◇ 巨大地震に備えましょう  ◇◇
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休　　診

閉　　館　　日（建国記念の日）

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集　２月の予定表

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集　２月の予定表

日 曜日

国　保　診　療　所

午　前
（受付 午前8：30

〜11：00）

午　後
（受付 午後1：30

〜3：30）
（木曜日のみ午後2：00〜3：30）

ほほえみポート天川

保　　健　　事　　業

ご
み
収
集

 1 金 診　　察 診　　察  燃焼

 2 土 

 3 日 

 4 月 診　　察 診　　察  燃焼

 5 火 診　　察 検 査 日  資源１

 6 水 診　　察 診　　察  

 7 木 休　　診   診察（西尾医師）  不燃

 8 金 診　　察 診　　察  燃焼

 9 土 

 10 日 

 11 月 

 12 火 診　　察 検 査 日  燃焼

 13 水 診　　察 診　　察  資源１

 14 木    資源２

 15 金 診　　察 診　　察  燃焼

＊医師が不在の時は、投薬できませんので、薬の切れる方は、早めに受診して下さい。

（予約）
粗　大

脳のトレーニング教室
運動機能向上教室10：30〜

脳のトレーニング教室
運動機能向上教室10：30〜

脳のトレーニング教室
運動機能向上教室10：30〜

すこやか健診
予防接種
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閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集　２月の予定表

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集　２月の予定表

閉　　　　館　　　　日

見える所に貼り、ご活用下さい。

日 曜日

国　保　診　療　所

午　前
（受付 午前8：30

〜11：00）

午　後
（受付 午後1：30

〜3：30）
（木曜日のみ午後2：00〜3：30）

ほほえみポート天川

保　　健　　事　　業

ご
み
収
集

 16 土 

 17 日 

 18 月 診　　察 診　　察  燃焼

 19 火 診　　察 検 査 日  資源１

 20 水 診　　察 診　　察 リハビリ教室

 21 木 休　　診   診察（西尾医師）  不燃

 22 金 診　　察 診　　察  燃焼

 23 土 

 24 日 

 25 月 診　　察 診　　察  燃焼

 26 火 診　　察 検 査 日  資源１

 27 水 診　　察 診　　察 

 28 木 休　　診   診察（西尾医師） うさちゃんくらぶ10：30〜 資源２

（予約）
粗　大

（予約）
粗　大

脳のトレーニング教室
運動機能向上教室10：30〜
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中学生の部

《�奈良県納税貯蓄組合総連合会会長賞�》

　　「税は世代をつなぐ夢の架け橋」　　　　洞川中学校　三年　更 谷　ほたる

　「今年も青色申告の季節がやってきた。しばらく部屋にこもってがんばらんなあかんね。」毎年正

月を過ぎると祖母のこの言葉をよく耳にする。

　私の祖母は酒販売業を営んでいる。毎年三月に青色申告というものを税務署に送らなければいけな

いといっているが、それがどんなものか以前から気になっていたので、この機会に聞いてみることに

した。青色申告とは一年の売り上げの決算を税務署に報告し、所得税等を納付するものらしい。昔、

その用紙が青色をしていたので、青色申告と言うそうだ。

　そのことをきっかけに、税にはどのような種類があるのか、またどのようなことに役立っているの

か知りたくなった。そこで私は家族に「税金連想ゲーム」を提案した。まず先行は私から「消費税」

弟は「自動車税」次に母は「住民税」そして父は「森林環境税」祖母は「固定資産税」更に続き「酒

税」「入湯税」「所得税」など挙げればきりが無い。次に、税の使い道についての連想ゲームをし

た。また先行は私から「無料教科書配布」弟は「救急車」次に母は「文化・体育などの公共施設の建

設」そして父は「災害復旧」祖母は「医療費」更に続き「宇宙開発」「文化財保存」などまた挙げれ

ばきりがない。

　私は今まで税についてあまり意識していなかったが、連想ゲームをしたことにより、税は身近にあ

ることに気づかされた。消費税について言えば、私の家の近くには駄菓子屋がある。私は弟とよくそ

こにお菓子を買いに行くのだが、よくよく考えてみれば私も弟も納税者の一人である。また、人口の

減少、高齢化、経済の低迷などのことを考えると、増税も必然的な事だと思う。しかしその使い道を

よく考え、私達の幸せのためにも、私達が納める税を有効に使ってほしい。

　私が住む天川村は昨年の台風十二号で大きな被害を受けた。現在、天川村は復興に向け確実に前へ

進んでいる。また、国、県、村が協力し、土砂災害などの復興にも力を入れ取り組んでくれているよ

うだ。被災した天川中学校も、一日も早い復興を目指している。そのような事にも税が使われている

と思うと、税や納税者への感謝の気持ちでいっぱいである。

　税は私達の生活を支え、豊かなものにするための「会費」と言われている。赤ちゃんから高齢者ま

での暮らしを支え、次の世代へとつなげる夢の架け橋である。これからは、税というものを意識しな

がら、税会員としての自覚を持ち、日々の生活を送ってゆきたい。今日も店からは、祖母とお客さん

の楽しそうな笑い声が聞こえる。そんな幸せな暮らしの中に、税はいつも存在している。

「税についての作文」受賞者の作品掲載
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《�吉野納税貯蓄組合連合会会長賞�》

　　　　「納税の義務を果たすことで」　　　　洞川中学校　三年　久 保　美 憂

　私たちの世代は税のことをあまり知らない人がほとんどだと思います。私もその中の一人です。税

の名前は聞いたことがあっても、何のために使われるのかなどは全く知りませんでした。しかし私た

ちが生きているこの日本でさまざまな問題が起きている今、将来を支えていく世代が税のことを知っ

ておかなければ日本の未来は不安で溢れる世の中になるかもしれません。そのために私たちには税と

いうものを知っておく必要があります。

　日本には現在さまざまな税金があり、いろいろなことに使われています。私が税金について学んだ

中でいちばん驚いたことは、警察や消防や病院などの公共サービス、学校や道路などの公共施設が国

民の税金によってまかなわれていることです。これらの機関は、国民の生活を守るために欠かせない

機関で、なくてはなりません。もし私たちが、「税金が高い。」、「お金がもったいない。」などの

理由で税金を払わなくなった場合、毎日のように犯罪や火災が起こり、けが人が出たとしても治療し

てくれる施設はありません。知識を学ぶ学校もなくなります。人々が移動するために必ず使う道路

は、でこぼこやガタガタしてとても歩けるような道ではなくなります。

　このように、納税の義務を負っている私たち国民が納税を拒否すると、生活は危険で不便なものに

変わります。しかも日本は今、少子高齢化という現実的な問題に直面しています。高齢者が多くなっ

て子どもが少なくなるということは、それだけ子どもにかかる負担が大きくなります。近い将来の日

本は、子どもが医療費などをたくさん背負って生きていかなければならないかもしれません。こんな

日本にならないためにも、まずは一人一人が納税の義務を果たし、社会に貢献していくことが大切だ

と思います。

　私たちが納めた税金は、震災で被災された方々や台風に遭われた方々にも役立っています。その税

金が復興への道を大きく切り開いていくことを私は願っています。

　税金を納めることは人々の笑顔につながります。私たちはこのことを次の世代へ伝えていき、絶や

してはならないと思います。

「税についての作文」受賞者の作品掲載
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《�天�川�村�長�賞�》

　　　　「復旧作業と税金」　　　　　　　　　天川中学校　三年　天 神　麻里亜

　私が住む天川村は、昨年九月の台風により大きな被害を受け、その時、大きな土砂くずれが起こり

ました。私はそれを見て、こんな大きい土砂くずれの復旧作業、できるんかなあと思いました。その

時は、きっとたくさんのお金を必要とするし、何年もかかるんだろうなあと思っていました。しかし

災害から一年が経つ現在、完全な状態ではありませんが、車が通れるような状態になっています。

　そこで私は、ここまで元の状態に戻すためのたくさんのお金は、どこからきているんだろうと思

い、調べてみました。すると、このお金は、税金ということが分かりました。さらに調べていくと、

天川村だけでなく、同じように土砂くずれが起きた、川上村なども、復旧作業のために税金が使われ

ていることが分かりました。

　私はそれまで、税金がこんなところで使われているとは全く知らなかったので、知ったときはすご

く驚きました。

　調べるまでは、そもそもどうして税金を納めないといけないのかなあと思っていたし、納めてその

お金は何に使っているのだろうと思っていました。

　でも今回、税金が自分の住んでいる村の復興につながっていることが分かって、税金を納めること

には、しっかり意味があるんだなあと思いました。

　これから私は、この他にも税金について学んでいけたらいいなあと思いました。

「税についての作文」受賞者の作品掲載

① ② ③ ④



1�

保 健 事 業 の お 知 ら せ

　ついつい運動不足になりがちな寒さの厳しい２月。お正月に食べ過ぎてしまった人、寒くて体を動かす機
会が少なくなっている人、外に出る機会がめっきり少なくなって生活リズムが乱れがちな人も多いことと思
います。
　ほほえみポート天川では天川村に住民票のある65歳以上の方を対象に以下の教室を開催しております。
教室は３月まで毎週開催していますので、みなさんふるってご参加ください。教室は９月から開始しており
ますが、途中参加も、お試しの参加も大歓迎いたします。寒い冬も、動いて話して笑って、楽しく過ごしま
しょう！皆さんのご参加、お待ちしております。

　臨床心理士による心の健康相談会を開催します。一人で抱えている悩みのある方、気持ちがすっきりとせ
ず不安のある方など、どなたにもお申込みいただけます。相談は無料で、個別相談となっておりますので、
予約制です。相談を希望される方は、下記までお申込みください。相談の内容などの秘密は、固く守られま
す。この機会をぜひご利用ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

はじめまして、臨床心理士の石田拓也です。昨年
から月に一度ですが天川村にお邪魔しています。

　皆さん臨床心理士をご存知ですか？？臨床心理士はこころの問題を扱う専門家で、病院や教育機関、福
祉、企業などで活動しています。こころの悩みを持った方の相談や、ご家族からの相談、何か困ったことが
起こった時の環境調整などを行うことが仕事です。天川村の皆さんも何か困ったことがおありでしたら、ま
ずは一度お越しください。
　お話しいただく内容はどんな些細なことでも結構です。家族の事、自分の将来の事、気分が落ち込む、イ
ライラしてしまうなどなど、そこに悩みや困った感じ、生き辛さがあれば
ご相談ください。他にも、「こんな程度で病院に行くのも…」と悩んでお
られることがあるときなど、医療行為はできませんが、相談の最初の一歩
としてどうぞお越しください。
　話をすることはそれだけでガス抜きになりますし、１人で考えている時
には見えてこないようなことでも見えてくるものがあったり、問題の整理
にもつながります。あるいは家族だからこそ話せないこともあるかもしれ
ません。そういった時に皆さんのお役にたてば幸いです。

心の健康相談のご案内

運動機能向上教室・脳のトレーニング教室のご案内

開　催　日 ： ２月18日（月）　　　　　会　　場 ： ほほえみポート天川
内　　　容 ： 個別相談　（臨床心理士の先生お１人との相談となります。）

◆運動機能向上教室◆
　毎週金曜日10：30〜12：00に、専
門指導員の先生の下、椅子に座った体操
やストレッチを行
います。
　体調や運動能力
に合わせて参加で
きますので、安心
してご参加くださ
い。

◆脳のトレーニング教室◆
　週に１回の教室（金曜日）参加と、毎日の自宅教
材を使って、「脳の若返り」を目指します。教室

は 、 お 一 人 約 3 0 分 で
す。使用する教材は、簡
単な計算・読み書き・数
字パズルで、どなたにも
気軽に取り組んで頂けま
す。
※毎月500円必要です。

臨床心理士の石田先生から
コメントをいただきました！
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　今月のうさちゃんくらぶは、下記の内容で開催します。みなさん、ふるってご参加ください☆
　お子さま同士の遊び場に、また保護者の方の交流の場に、皆さまのお越しをお待ちしております。

※ 参加対象・・・生後４ヶ月〜幼稚園入園前までの親子
※ 持 ち 物・・・タオル・お茶等
　　　　　　　　（詳しくは、後日郵送しますご案内をご確認下さい）
※ 送迎を希望される方は、前日までにご連絡下さい。

　１月１日より「はたちの献血キャンペーン」が実施されています！
　毎年冬場は、風邪などの体調不良が原因で献血に協力くださる方が少なく
なり、血液不足は深刻になります。命の維持に書くことのできない血液は、
科学が進歩した今もなお人工的に作ることも長期保存することもできず、輸
血に必要な血液の確保には、献血が必要です。
　献血は、身近なボランティアです。あなたの献血で、救える命と未来があ
ります。みなさまのご理解とご協力、よろしくお願いします。

　個別に医療機関に受診して頂く「個別検診」の受付終了が迫っています。今までに検診を受けたことのな
い方、症状があり心配のある方、特にこれまでの検診で「経過観察」や「要精密検査」などの判定を受けた
方は、積極的に受診して下さい。
　受診を希望される方は、専用の受診票をお渡ししますので２月28日までにほほえみポート天川内健康福
祉課までお申し込みください。

＊＊＊＊ 今年度の受診を希望される方は、今月が最終受付になりますのでお急ぎください ＊＊＊＊
○下記の生年月日に当てはまる方は平成24年度の個人負担が無料となります。この機会に是非受診ください。

乳がん検診
40歳　昭和46年４月２日〜昭和47年４月１日
45歳　昭和41年４月２日〜昭和42年４月１日
50歳　昭和36年４月２日〜昭和37年４月１日
55歳　昭和31年４月２日〜昭和32年４月１日
60歳　昭和26年４月２日〜昭和27年４月１日

子宮がん検診
20歳　平成３年４月２日〜平成４年４月１日
25歳　昭和61年４月２日〜昭和62年４月１日
30歳　昭和56年４月２日〜昭和57年４月１日
35歳　昭和51年４月２日〜昭和52年４月１日
40歳　昭和46年４月２日〜昭和47年４月１日

　検診や教室等の内容やお申し込みの方法、その他、疑問な点やご不明な点につきましては、
ほほえみポート天川　保健師までお問い合わせ下さい。

連絡先　☎0747−63−9110

日　程 時　間 会　　場 内　　　容 申込み

  2月28日（木） 10：30〜12：00 ほほえみポート天川 ・ひな飾りを作ろう！
・わんぱく遊び　…など 不　要

乳がん検診 子宮がん検診
対象（天川村民に限る） 40歳以上の女性 20歳以上の女性

受 診 間 隔 ２年に１度 毎　　年
受 診 会 場 町立大淀病院 県内検診実施医療機関
自 己 負 担 1,500円 2,000円

はたちの献血キャンペーン 〜 2月28日まで

乳がん及び子宮がん個別検診のお知らせ（最終のご案内です）

うさちゃんくらぶのお知らせ
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お し ら せ

　

平
成
25
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
27
年
３

月
31
日
ま
で
に
南
和
広
域
衛
生
組
合
が
発

注
す
る
物
品
の
購
入
又
は
製
造
の
請
負
、

そ
の
他
契
約
（
建
設
工
事
、
測
量
及
び
建

設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
つ
い
て
の
契
約
を

除
く
。
）
に
係
る
指
名
競
争
入
札
に
参
加

す
る
者
に
必
要
な
資
格
審
査
を
行
い
ま
す

の
で
審
査
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
次
の
手

続
き
に
従
い
書
類
作
成
の
上
、
期
限
内
に

提
出
し
て
下
さ
い
。

○�

受
付
期
間　
平
成
25
年
２
月
１
日
か
ら

平
成
25
年
２
月
28
日

○
受
付
時
間　
午
前
９
時
か
ら
正
午
、

　

13
時
か
ら
17
時
（
時
間
厳
守
）

　

�

土
日
祝
日
は
、
除
き
ま
す
。
ま
た
期
間
が

過
ぎ
た
場
合
は
、
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

○�

提
出
書
類
等　
申
請
用
紙
は
、
南
和
広

域
衛
生
組
合
で
配
布
し
ま
す
。

　

�

（
国
土
交
通
省
の
様
式
可
。
）
（
ま
た

は
、
５
町
村
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
印
刷
す
る
こ
と
も
可
）

○
提
出
先　
〒
６
３
８―

０
８
０
１

　

奈
良
県
吉
野
郡
大
淀
町
芦
原
１
８
５
番
地

（
お
問
合
せ
先
）　

南
和
広
域
衛
生
組
合

　

南
和
広
域
美
化
セ
ン
タ
ー
事
務
局

　

☎
０
７
４
７―

52―

３
２
５
３

〇�

申
請
方
法　
持
参
ま
た
は
郵
送
（
２
月

28
日
ま
で
の
消
印
有
効
）
で
申
し
込
み

下
さ
い
。

※�

南
和
広
域
衛
生
組
合
は
、
大
淀
町
、
高

取
町
、
下
市
町
、
黒
滝
村
、
天
川
村
の

三
町
二
村
に
よ
り
一
般
廃
棄
物
を
共
同

処
理
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
一
部
事

務
組
合
で
す

　

医
療
の
第
一
の
役
割
と
い
え
ば
、
人
の

身
体
の
不
具
合
を
、
生
物
医
学
的
な
知

識
・
知
恵
を
使
っ
て
「
治
し
に
か
か
る
」

こ
と
で
す
が
、
一
方
で
は
「
つ
ら
さ
を
和

ら
げ
る
」
た
め
に
行
う
様
々
な
行
為
を
も

含
み
ま
す
。

　

医
療
は
、
病
院
に
入
院
し
て
受
け
る

「
入
院
医
療
」
と
、
通
院
し
て
受
け
る

「
外
来
医
療
」
、
そ
し
て
、
わ
が
家
で
受

け
る
「
在
宅
医
療
」
と
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

「
入
院
医
療
」
は
、
重
症
あ
る
い
は
急

性
期
疾
患
を
扱
う
「
急
性
期
病
院
」
や
、

ゆ
っ
く
り
と
療
養
の
あ
り
方
も
含
め
て
疾

患
を
扱
う
「
慢
性
期
病
院
」
の
中
で
行
わ

れ
る
も
の
で
、
社
会
復
帰
を
目
標
に
す
る

入
院
リ
ハ
ビ
リ
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

「
外
来
医
療
」
は
、
こ
の
よ
う
な
病
院

で
は
、
入
院
医
療
と
密
接
に
関
連
し
な
が

ら
外
来
部
門
が
担
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
方
、
診
療
所
や
医
院
（
ク
リ
ニ
ッ
ク
）

で
は
、
病
院
と
連
携
し
、
あ
る
い
は
、
独

自
に
外
来
診
療
が
行
わ
れ
ま
す
。
療
養
者

は
生
活
の
合
間
を
縫
っ
て
病
院
や
診
療
所

や
医
院
に
通
院
し
、
診
療
を
受
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

「
在
宅
医
療
」
は
、
医
師
や
看
護
師
な

ど
が
療
養
者
の
自
宅
に
「
出
向
き
」
、

「
日
常
生
活
の
中
で
」
、
療
養
者
に
医
療

的
援
助
を
す
る
仕
組
み
で
す
。
訪
問
歯
科

診
療
や
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
な
ど
の
ほ
か
、
多

く
の
場
合
、
介
護
や
福
祉
の
制
度
を
利
用

し
な
が
ら
行
わ
れ
ま
す
。
自
宅
で
の
一
生

の
終
わ
り
を
含
め
た
医
療
で
も
あ
り
、
医

療
を
施
す
側
も
受
け
る
側
も
、
治
す
こ
と

だ
け
が
医
療
の
役
目
で
は
な
い
こ
と
に
気

づ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
在
宅
療
養
支
援

を
志
す
病
院
、
診
療
所
や
医
院
、
連
携
す

る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
が
担
う

医
療
の
形
で
あ
り
、
今
後
の
進
展
が
予
想

さ
れ
て
い
ま
す
。

奈
良
県
医
師
会

　

奈
良
県
産
婦
人
科
医
会
で
は
、
産
科
婦

人
科
疾
患
に
対
す
る
知
識
を
深
め
て
い
た

だ
く
た
め
新
し
い
知
識
と
技
術
を
わ
か
り

や
す
く
講
演
し
、
県
民
の
み
な
さ
ん
に
疾

病
の
発
症
予
防
と
治
療
に
役
立
て
て
い
た

だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
開
講
座
を
開

催
し
ま
す
。

☆
日
程
：
３
月
２
日
（
土
）
14
時
〜
16
時

☆
場
所
：
奈
良
西
部
会
館（
学
園
前
ホ
ー
ル
）

　

奈
良
市
学
園
南
３―

１―

５

内�

容
：
講
演
①
「
卵
巣
の
老
化
と
ア
ン
チ

エ
イ
ジ
ン
グ
〜
生
殖
医
療
の
現
場
〜
」

　

Ａ
Ｓ
Ｋ
Ａ
レ
デ
ィ
ー
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

　

院
長　

中
山　

雅
博　

先
生

☆�

講
演
②
「
知
っ
て
お
き
た
い
女
性
泌
尿

器
科
の
お
話
〜
頻
尿
や
尿
も
れ
、
子
宮

脱
〜
」

　

済
生
会
奈
良
病
院　

産
婦
人
科　

　

福
本　

由
美
子　

先
生

参
加
費
：
無
料

主
催
：
奈
良
県
産
婦
人
科
医
会

申�

込
み
・
問
い
合
わ
せ
：
奈
良
県
医
師
会

館
内
奈
良
県
産
婦
人
科
医
会
公
開
講
座

係　

☎
０
７
４
４―

22―

８
５
０
２

　

い
の
ち
の
電
話
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み

や
心
の
危
機
に
直
面
し
な
が
ら
身
近
に
相

談
で
き
る
人
が
お
ら
ず
途
方
に
暮
れ
て
い

る
人
た
ち
に
、
訓
練
を
受
け
た
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
が
電
話
を
通
じ
て
良
き
相
談
相
手
に

な
っ
て
い
こ
う
と
す
る
市
民
活
動
で
す
。

奈
良
い
の
ち
の
電
話
は
、
１
９
７
９
年
11

月
に
発
足
し
、
以
来
24
時
間
眠
ら
ぬ
ダ
イ

ヤ
ル
と
し
て
71
万
人
余
り
の
方
々
に
寄
り

添
っ
て
き
た
実
績
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
活

動
に
ご
参
加
く
だ
さ
る
方
の
ご
応
募
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

○
講
座
期
間

☆�

前
期　
平
成
25
年
４
月
13
日
（
土
）
〜

　

�

『
奈
良
い
の
ち
の
電
話　

第
37
期
電

話
相
談
員
養
成
講
座
』
の
ご
案
内

　
�

南
和
広
域
衛
生
組
合
が
行
う
物
品

購
入
等
に
係
る
指
名
競
争
入
札
参

加
資
格
審
査
の
申
請
に
つ
い
て

在
宅
医
療
と
は
？

　

�

平
成
24
年
度
日
本
産
科
婦
人
科

学
会
公
開
講
座
『
女
性
の
た
め

の
健
康
講
座
』
の
ご
案
内
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I N F O R M A T I O N

９
月
14
日
（
土
）

○�
後
期　
平
成
25
年
10
月
５
日
（
土
）
〜

平
成
26
年
２
月
22
日
（
土
）　

原
則
と

し
て
毎
週
土
曜
日　

14
時
〜
16
時
30
分

☆�

開
催
場
所
：
社
会
福
祉
法
人　

奈
良
い

の
ち
の
電
話
協
会

　

〒
６
３
１―
０
８
１
６　

　

奈
良
市
西
大
寺
本
町
８―
27

　

☎
０
７
４
２―

35―

０
５
０
０

☆
募
集
人
員
：
50
名

　

�

講
座
の
詳
し
い
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

は
、
ほ
ほ
え
み
ポ
ー
ト
天
川
に
も
数
部

あ
り
ま
す
の
で
、
関
心
を
お
持
ち
の
方

は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

お
気
軽
に
ご
利
用
下
さ
い
。
な
お
、
健

康
相
談
は
無
料
相
談
の
み
で
、
診
療
・
検

査
等
は
行
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

○
目
の
健
康
相
談
（
眼
科
医
会
）

　

２
月
12
日
（
火
）　

14
時
〜
15
時

※
予
約
不
要

○�

整
形
外
科
に
関
す
る
健
康
相
談
（
整
形

外
科
部
会
）

　

２
月
19
日
（
火
）
午
前
11
時
〜
12
時

※
要
予
約

　

※
☆
受
付
締
切
：
２
月
18
日
（
月
）

○
精
神
科
の
健
康
相
談
（
精
神
神
経
科
部
会
）

　

２
月
22
日
（
金
）　

15
時
〜
16
時
※
※

※
予
約
必
要

○�

内
科
疾
患
に
関
す
る
健
康
相
談
（
内
科

部
会
）

　

２
月
27
日
（
水
）
14
時
〜
15
時

※
予
約
必
要

☆�

場　
所
：
奈
良
県
医
師
会
館
・
１
階　

県
民
健
康
サ
ー
ビ
ス
室
（
近
鉄
大
和
八

木
駅
か
ら
北
へ
徒
歩
分
）

連
絡
先
：
〒
６
３
４―

８
５
０
２

　

橿
原
市
内
膳
町
５―

５―

８　

　

奈
良
県
医
師
会
各
主
催
部
会　

　

☎
０
７
４
４―

22―

８
５
０
２

　

「
あ
な
た
の
腎
臓
、
大
丈
夫
？
」

　

新
し
い
国
民
病
と
も
い
わ
れ
る
Ｃ
Ｋ
Ｄ

（
慢
性
腎
臓
病
）
を
ご
存
じ
で
す
か
？
Ｃ

Ｋ
Ｄ
は
自
覚
症
状
が
な
く
、
気
が
付
か
な

い
ま
ま
進
行
し
て
い
く
病
気
で
す
。
生
活

習
慣
が
深
く
関
係
し
、
心
筋
梗
塞
や
脳
卒

中
な
ど
の
リ
ス
ク
を
高
め
、
気
づ
い
た
と

き
に
は
人
工
透
析
が
必
要
に
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

　

Ｃ
Ｋ
Ｄ
の
原
因
や
日
常
生
活
で
気
を
つ

け
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
わ
か
り
や
す

く
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
の
で
、
ご
気
軽

に
お
越
し
下
さ
い
。

日
時　
平
成
25
年
２
月
19
日
（
火
）

場
所　
大
淀
町
役
場
２
階　

２
０
１
、

　

２
０
２
会
議
室

講
師　
奈
良
県
立
医
科
大
学

　

准
教
授　

赤
井　

靖
宏
先
生

　

�

あ
な
た
の
味
覚
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
『
み

そ
汁
味
く
ら
べ
』
を
行
い
ま
す
。

○
申
込
み

　

�

Ｆ
Ａ
Ｘ
又
は
郵
便
で
住
所
、
氏
名
、
電

話
番
号
、
参
加
人
数
を
記
入
後
、
左
記

へ
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

　

�

先
着　

50
人　

定
員
を
超
え
た
場
合
通

知
し
ま
す
。

○
宛
先　
吉
野
保
健
所

　

〒
６
３
８―

０
０
４
５　

　

下
市
町
新
住
15―

３

　

☎
０
７
４
７―

52―

７
２
５
６

　

改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
施
行
に

伴
い
、
事
業
主
の
方
は
、
①
〜
③
の
い
ず

れ
か
の
措
置
を
講
じ
て
く
だ
さ
い
。
①
65

歳
以
上
へ
の
定
年
引
き
上
げ
、
②
希
望
者

全
員
の
65
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
の
導

入
、
③
定
年
の
定
め
の
廃
止
。
な
お
、
従

前
の
継
続
雇
用
制
度
を
導
入
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

詳
し
く
は
、
厚
生
労
働
省
又
は
奈
良
労

働
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、
最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
又
は
奈
良

労
働
局
職
業
対
策
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

○
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
下
市

　

☎
０
７
４
７―
52―
３
８
６
７

○
奈
良
労
働
局
職
業
対
策
課

　

☎
０
７
４
２―

32―

０
２
０
９

　
　
　
　
　
　
　
　
奈
良
労
働
局

　

い
ま
だ
約
２
，
２
０
０
万
件
の
持
ち
主

が
確
認
で
き
て
い
な
い
記
録
が
残
っ
て
い

ま
す
。

　

ご
自
身
の
年
金
記
録
に
「
も
れ
」
や

「
誤
り
」
が
あ
る
の
で
は
と
ご
心
配
の
あ

る
方
は
、
お
近
く
の
年
金
事
務
所
等
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
日
本
年
金
機

構
Ｈ
Ｐ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

○
受
付　
月
〜
金
曜
日
（
９
時
〜
20
時
）

　

第
２
土
曜
日
（
９
時
〜
17
時
）

お�

問
い
合
わ
せ
：
ね
ん
き
ん
定
期
便
・
ね

ん
き
ん
ネ
ッ
ト
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０―

０
５
８―

５
５
５

　

Ｈ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
：

　

http://www.nenkin.go.jp

日
本
年
金
機
構
・
天
川
村

　
�

慢
性
腎
臓
病
予
防
講
演

地域福祉ボランティア基金
金、44,322円

中谷グラウンド・ゴルフ
　　　　　　　同好会 様

ありがとうございました

　

�

奈
良
県
医
師
会
の
学
術
部
会
が

行
な
う
健
康
相
談
の
お
知
ら
せ

　

�

平
成
25
年
４
月
１
日
か
ら
65
歳
ま

で
の
雇
用
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す

　

�

あ
な
た
の
気
に
な
る
年
金
記
録

も
う
一
度
、
ご
確
認
を



天
川
村
民
憲
章

（
平
成
10
年
１
月
１
日
制
定
）

私
た
ち
は
、
古
い
歴
史
と
大
自
然
の
中
で
育
ま
れ
た
天
川
村
民

で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
持
ち
、
一
人
ひ
と
り
が
生
き
が
い
の
あ

る
村
づ
く
り
を
す
る
た
め
こ
の
憲
章
を
制
定
し
ま
す
。

誰
も
が
満
天
に
輝
く
星
の
よ
う
に

●�

一
人
ひ
と
り
が
光
り
輝
き
、
互
い
の
人
権
を
確
か
め
、

共
に
生
き
る
あ
た
た
か
い
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

●�

ふ
れ
あ
い
、
支
え
あ
い
、
楽
し
み
あ
え
る
福
祉
の
村
に

し
ま
し
ょ
う
。

誰
も
が
天
と
地
の
恵
み
で
育
つ
よ
う
に

●�

郷
土
の
歴
史
か
ら
古
き
を
学
び
、
新
し
い
文
化
を
創
造

す
る
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

●�

共
に
学
び
語
り
あ
う
、
生
涯
学
習
の
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

誰
も
が
清
ら
か
で
力
強
さ
の
あ
る
流
れ
の
よ
う
に

●�

ス
ポ
ー
ツ
に
汗
を
流
し
、
働
く
厳
し
さ
の
中
に
も
明
日

へ
の
希
望
と
喜
び
を
感
じ
る
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

●�

自
然
と
共
に
生
き
、
豊
か
で
活
気
み
な
ぎ
る
村
に
し
ま

し
ょ
う
。

村の花
オオヤマレンゲ

村の鳥
コマドリ

村の木
杉

幼 りよだ園稚幼 りよだ園稚

発
行

／
天

川
村

役
場

　
〒

638 -0392  奈
良

県
吉

野
郡

天
川

村
大

字
沢

谷
60番

地
TEL：

0747-63-0321  FAX：
0747-63-0329　

企
画

・
編

集
／

総
務

課
 広

報
係（

内
線

123）
U

R
L：

http://w
w

w
.vill.tenkaw

a.nara.jp/  E-m
ail：

tenkaw
a@

vill.tenkaw
a.lg.jp

広
報

村のうごき

■広報「てんかわ」は再生紙を使用しています。 100
古紙配合率100％再生紙 大豆油インキを使用しています

平
成

25年
１

月
31日

発
行

　
通

巻
432号

2012年
12月

31日
現

在
（

　
）

内
は

前
月

と
の

比
較

人
口

1,670人
（

−
７

）

女877人
（

−
１

）

男793人
（

−
６

）

世
帯

数
736戸
（

−
３

）

燃焼… …27.80トン
前月比… 85.72％
前年同月比… 97.37％

不燃… 2.79トン
前月比… 60.65％
前年同月比… 68.72％

資源… 7.61トン
前月比… 125.16％
前年同月比…111.11％

粗大… 1.40トン
前月比… 99.29％
前年同月比… 86.96％

12月のごみ
収集状況

　１月７日子ども達の元気な声とともに３学期がスタートしました。

　冬休みの経験を基に、幼稚園ではお正月遊びに夢中の子ども達です。

　凧揚げや羽つきでは、思いっきり身体を動かして楽しむ姿が見られます。すごろくやカルタやトラ

ンプなどでは、グループでルールを守って遊ぶ楽しさを味わったり、文字や数字に興味を持つ良い機

会になっています。

　幼稚園では正月遊びを通して、伝承遊びの楽しさや色々なことに積極的に取り組もうとする態度を

育てていきたいと考えています。

お正月遊び　楽しいね！


